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会則 

第1項 ＜名称＞ 

 

本研究会は“北海道ステントグラフト研究会”と称する。 

ただし、世話人の3分の2以上の賛成により名称を変更することができる。 

 

第２項＜目的＞ 

本研究会は、北海道およびその近隣地域における大動脈ステントグラフト治療の

向上をめざし、会員の研鑽と共に会員相互の研究交流と技術の向上を図りなが

ら、地域医療に貢献することを目的とする。本研究会のメインテーマはステントグ

ラフト治療およびそれに付随し行う血管内治療である。 



第３項＜会員＞ 

本会は、本会の目的に賛同した医師および医療従事者により構成する。 

 

第４項＜役員＞ 

本研究会は下記の役員を置く。 

代表世話人 １名 

顧問  若干名（世話人会の推薦により選出） 

世話人  若干名（世話人の推薦により選出） 

当番幹事 １名（世話人より選出） 

会計  １名 

会計監査 １名 

 

代表世話人は本研究会を代表し運営の責任を負う。 

世話人会を本研究会の議決機関とし、研究会の開始前に開催する。 

会計および会計監査は代表世話人が推薦し、世話人会にて承認される。 

会計および会計監査は世話人会にて会計報告を行う（年1回）。 

世話人会は、世話人が満65歳を迎えた時点で顧問として委嘱し、その意見を聞

くことができる。 

 

第５項＜研究会の開催＞ 

本会は研究会“Endovascular Surgery Forum in Hokkaido”を年1〜２回開催す

る。 

日程および内容を世話人会で打ち合わせの上、当番幹事が開催する。 

 

第６項＜会計＞ 

本研究会の運営費用は、研究会参加費および共催社の負担をもってこれに当て

る。 

会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第７項＜その他＞ 



会則の変更や本会の運営等に関する検討事項は世話人会で協議の上決定する。 

 

第８項＜研究会設立および事務局＞ 

本研究会の設立年月日は平成24年10月1日とする。 

本研究会の事務局は北海道大学大学院医学研究科心臓血管外科に置く。 

 

附則 １．本会則は2012年10月１日よりこれを施行する。 

２．本会則は世話人会の承認を受けた 2025 年 5月 17日より施行する。 


